
   小谷村事業者移住誘致補助金交付要綱 

 

 （趣旨） 

第１条 この要綱は、事業者の人材確保支援及び就職による移住促進を図る

ため、事業者の採用活動に要した費用の一部について、予算の範囲内にお

いて小谷村事業者移住誘致補助金（以下「補助金」という。）を交付するこ

とについて、小谷村補助金等交付規則（昭和36年小谷村規則第16号）に定

めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定

めるところによる。 

（１）事業者 長野県マッチングサイトへ求人情報を掲載することが許可さ

れており、かつ、小谷村内に事業所を有する法人をいう。 

（２）長野県マッチングサイト 長野県UIJターン就業・創業支援移住事業補

助金交付要綱（平成31年３月29日付け30労雇第315号、30産経創第188号長

野県産業労働部長通知）及び小谷村UIJターン就業・創業移住支援事業補助

金交付要綱（令和２年小谷村告示第３号）に基づく移住支援金の要件とし

て、長野県が開設する求職者を対象とするインターネット上に開設された

サイトをいう。 

（３）就職情報サイト 就職情報の提供及び事業者の人材確保を目的として

インターネット上に開設されたサイトをいう。 

 （補助対象者） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業者（以下「補助対象者」という。）は、

次のいずれにも該当するものとする。 

（１）就職情報サイトの閲覧数、会社説明会の参加者数及び応募者数等の採

用活動の状況を報告できること。 

（２）村税等の滞納がないこと。 

 （補助対象経費等） 

第４条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、

民間企業が提供する就職情報サイトへの求人情報の掲載料とし、次の各号

の要件を全て満たす採用活動を補助要件とする。 

（１）雇用条件は、次のいずれも満たすものとする。 

ア 雇用形態は、週20時間以上の無期雇用であること。 

イ 勤務地が小谷村内であること。 

ウ 長期雇用を前提とする求人であること。 

（２）長野県マッチングサイトへ同様の求人情報を掲載すること。 

（３）全国からの応募を可能とした求人であること。 

 （補助金の額） 

第５条 補助金の額は、定額10万円とし、当該採用活動で採用があった場合

は、採用人数に関わらず定額５万円を加算するものとする。ただし、３親



等以内の親族のみの採用の場合は、加算については対象外とする。 

２ 補助金の交付は、同一年度につき１回に限り交付するものとする。 

 （補助金の申請及び決定等） 

第６条 補助金の交付を受けようとする事業者（以下「申請者」という。）は、

採用の決定又は掲載期間終了後、小谷村事業者移住誘致補助金交付申請書

兼実績報告書（様式第１号）に別に定める書類を添えて村長に提出しなけ

ればならない。 

２ 村長は、前号の規定による申請書の提出があったときは、申請書類の内

容を審査し、適当と認めるときは、小谷村事業者移住誘致補助金交付決定

兼確定通知書（様式第２号）により申請者に通知するものとする。 

 （補助金の請求） 

第７条 前条の規定による交付決定を受けた補助対象者は、小谷村事業者移

住誘致補助金交付請求書（様式第３号）を村長に提出するものとする。 

 （交付決定の取消し等） 

第８条 村長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助

金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命

じることができる。 

（１）虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２）前号に掲げるもののほか補助金を交付することが不適当と認める事実

があったとき。 

（補則） 

第９条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、令和４年４月１日から施行し、同日以降の採用活動から適用

する。 

 

 

 



様式第１号（第６条関係） 

 

小谷村事業者移住誘致補助金交付申請書兼実績報告書 

 

年  月  日 

 

小谷村長 様 

 

所 在 地 

事業者名 

代表者名 

連 絡 先 

担  当 

 

 

 小谷村事業者移住誘致補助金交付要綱第６条の規定に基づき、次のとおり申請

します。 

 

事 業 期 間     年  月  日 ～     年  月  日 

事 業 費           円 

採用の有無  □あり（   名）    □なし 

〈添付書類〉次のうち、関係する書類を添付してください。 

□ 長野県マッチングサイト掲載可能事業者であることを証明する書類の写し 

□ 長野県マッチングサイト及び就職情報サイトの掲載内容がわかる書類 

□ 就職情報サイトへの求人情報掲載に係る請求書及び支払がわかる書類の写

し 

□ 就職情報サイトのPV数、説明会参加者数、応募者数等がわかる書類 

□ 採用通知書の写し 

□ その他村長が必要と認める書類 

 



様式第２号（第６条関係） 

 

小谷村事業者移住誘致補助金交付決定兼確定通知書 

 

小谷村指令  第  号 

年  月  日 

 

           様 

 

小谷村長 

 

 

 小谷村事業者移住誘致補助金交付要綱に基づき、次のとおり補助金の交付を決

定し、確定したので通知します。 

 

 

１ 交付決定額兼確定額           円 

 

２ 交付条件 

（１）小谷村事業者移住誘致補助金交付要綱第８条各号のいずれかに該当した

ときは、当該補助金の交付決定の取り消しを行う。また、既に補助金が交付

されているときは、別に指示する額を返還すること。 

（２）補助金交付事務に関し、調査や報告を求められた場合は、これに従うこ

と。 

（３）上記のほか、本補助金に係る規則及び要綱等の規定に従うこと。 

 

 



様式第３号（第７条関係） 

 

小谷村事業者移住誘致補助金交付請求書 

 

年  月  日 

 

小谷村長 様 

 

所 在 地 

事業者名 

代表者名               ㊞ 

連 絡 先 

担  当 

 

 

     年  月  日付け小谷村指令   第   号で交付確定のあった

小谷村事業者移住誘致補助金を下記のとおり支払してください。 

 

記 

 

１ 請求金額             円 

 

２ 振込先 

金融機関名 
銀行 

農協 
支 店 名 等 

支店 

支所 

口座の種類 普通 ・ 当座 口 座 番 号  

（フリガナ） 

口座名義人 

 

 

備 考  

 

 


